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伊勢市公印規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成 29 年５月 18 日

伊勢市長 鈴 木 健 一
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「

「

」

」」

「「

伊勢市規則第 48 号

伊勢市公印規則の一部を改正する規則

伊勢市公印規則（平成 17 年伊勢市規則第７号）の一部を次のように改

正する。

附 則

この規則中別表出納員印の項の改正規定は公布の日から、同表市長印の

項の改正規定は平成 29 年５月 22 日から施行する。

総 務 課 ２

総 務 課 ２ 長

長 監 理 課 １

長

こど も

課長

15 こ ど も

課長

14

別表市長印の項中 を に改め、

同表出納員印の項中 を に改める。

」
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伊勢市告示第 62 号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の２第 11 項の規定により、

中島旭町自治会から次のとおり変更の届出があったので、同条第 10 項の規

定により告示します。

平成 29 年５月 17 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

代表者の氏名及び住所

変更前 浦 田 晴 記

伊勢市中島２丁目６番６号

変更後 高 瀬 新 吾

伊勢市中島２丁目６番 34 号
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伊勢市告示第 63 号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の２第 11 項の規定により、

いせ上野台自治会から次のとおり変更の届出があったので、同条第 10 項の

規定により告示します。

平成 29 年５月 17 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

代表者の氏名及び住所

変更前 上 島 良 久

伊勢市上野町 3418 番地

変更後 大世古 吉 弘

伊勢市上野町 3343 番地
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伊勢市告示第 64 号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の２第 11 項の規定により、

宮川町町内会から次のとおり変更の届出があったので、同条第 10 項の規定

により告示します。

平成 29 年５月 17 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

代表者の氏名及び住所

変更前 山 本 房 彦

伊勢市宮川２丁目 13 番 65 号

変更後 田 中 實

伊勢市宮川２丁目１番 20 号

7



伊勢市告示第65号

地籍調査の実施について

国土調査法（昭和26年法律第 180 号）第６条の４第１項の規定により、地籍

調査を実施するので、同法第７条の規定により、次のとおり告示します。

平成29年５月17日

伊勢市長 鈴 木 健 一

１ 事業計画が定められた年月日

平成29年４月１日

２ 調査を実施する者の名称

伊勢市

３ 調査地域

宮町（宮町１丁目、曽禰１丁目、大世古１丁目、一之木１丁目、常磐２丁

目、常磐３丁目、浦口２丁目及び浦口３丁目）

有滝１、有滝２（有滝町）

４ 調査期間

平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
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伊勢市告示第 66 号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の２第 11 項の規定により、

円座町自治会から次のとおり変更の届出があったので、同条第 10 項の規定

により告示します。

平成 29 年５月 18 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

代表者の氏名及び住所

変更前 市 武 德

伊勢市円座町 1589 番地

変更後 小 倉 清

伊勢市円座町 1109 番地
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伊勢市告示第 67 号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の２第 11 項の規定により、

出雲町自治会から次のとおり変更の届出があったので、同条第 10 項の規定

により告示します。

平成 29 年５月 18 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

代表者の氏名及び住所

変更前 竹 口 哲

伊勢市中島２丁目１番 15 号

変更後 坂 口 政 仁

伊勢市中島１丁目８番５号
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伊勢市告示第 68 号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の２第 11 項の規定により、

河崎町連合会から次のとおり変更の届出があったので、同条第 10 項の規定

により告示します。

平成 29 年５月 19 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

代表者の氏名及び住所

変更前 富 田 延 男

伊勢市河崎２丁目６番１号

変更後 若 井 勝

伊勢市河崎２丁目 21 番 28 号
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伊勢市告示第 69 号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の２第 11 項の規定により、

馬瀬町内会から次のとおり変更の届出があったので、同条第 10 項の規定に

より告示します。

平成 29 年５月 29 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

代表者の氏名及び住所

変更前 上 坪 久仁夫

伊勢市馬瀬町 1156 番地６

変更後 南 誠 一

伊勢市馬瀬町 1038 番地
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伊勢市告示第 70 号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の２第 11 項の規定により、

中島町内会から次のとおり変更の届出があったので、同条第 10 項の規定に

より告示します。

平成 29 年５月 29 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

代表者の氏名及び住所

変更前 林 昭 次

伊勢市中島２丁目 15 番８号

変更後 杉 山 久 雄

伊勢市中島２丁目 14 番 10 号
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伊勢市告示第 71 号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の２第 11 項の規定により、

八日市場町会から次のとおり変更の届出があったので、同条第 10 項の規定

により告示します。

平成 29 年５月 29 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

代表者の氏名及び住所

変更前 上 野 博 史

伊勢市八日市場町 14 番 24 号

変更後 井 村 卓 嗣

伊勢市八日市場町１番 26 号

14



伊勢市教育委員会告示第７号

伊勢市教育委員会会議を次のとおり招集します。

平成 29 年５月 18 日

伊勢市教育委員会

教育長 北 村 陽

記

１ 日 時 平成 29 年５月 24 日（水）午後７時 00 分

２ 場 所 伊勢市教育委員会（小俣総合支所）２階 第１・２会議室

３ 会議に付する事件

議案第 47 号 伊勢市体育施設条例の一部改正について

議案第 48 号 伊勢市奨学生選考委員会委員の委嘱又は任命について

議案第 49 号 伊勢市社会教育委員の辞任の承認及び補欠委員の委嘱に

ついて

議案第 50 号 図書館協議会委員の任命について

議案第 51 号 スポーツ推進審議会委員の任命について
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伊勢市選挙管理委員会告示第 25 号

平成 29 年６月 27 日に任期満了の宮川用水土地改良区総代選挙を、下記のとおり執行

します。

平成 29 年５月 30 日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 西 宮 晴 一

記

１ 選 挙 期 日 平成 29 年６月６日（火）

２ 投 票 時 間 午前９時から午後４時まで

３ 選挙すべき総代数 88 人

第１選挙区 （ 伊 勢 市 ） 48 人

第２ 〃 （度会郡玉城町） 17 人

第３ 〃 （多気郡多気町） ９人

第４ 〃 （多気郡明和町） 12 人

第５ 〃 （多気郡大台町） ２人
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伊勢市選挙管理委員会告示第 26 号

平成 29 年６月６日執行の宮川用水土地改良区総代選挙における選挙長の行う告示は、

選挙長所在の市町の公告式条例によります。

平成 29 年５月 30 日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 西 宮 晴 一
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伊勢市選挙管理委員会告示第 27 号

平成 29 年６月６日執行の宮川用水土地改良区総代選挙における候補者届出書等の

提出場所を、下記のとおり定めます。

平成 29 年５月 30 日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 西 宮 晴 一

記

（各市町選挙管理委員会）

提出場所 第１選挙区 伊 勢 市 役 所

第２選挙区 度 会 郡 玉 城 町 役 場

第３選挙区 多 気 郡 多 気 町 役 場

第４選挙区 多 気 郡 明 和 町 役 場

第５選挙区 多 気 郡 大 台 町 役 場
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伊勢市選挙管理委員会告示第 28 号

平成 29 年６月６日執行の宮川用水土地改良区総代選挙における候補者届出書等の

様式を、下記のとおり定めます。

平成 29 年５月 30 日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 西 宮 晴 一

記

１ 候補者届出書

公職選挙法施行規則別記第 19 号様式のうち添付書類欄を除き横書きとし、これ

を準用します。

２ 候補者辞退届出書

公職選挙法施行規則別記第 16 号様式の 17 を横書きとし、これを準用します。
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伊勢市選挙管理委員会告示第 29 号

平成 29 年６月６日執行の宮川用水土地改良区総代選挙に用いる投票用紙等に押すべ

き印を、別紙のとおり定めます。

平成 29 年５月 30 日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 西 宮 晴 一
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【別 紙】

○伊勢市選挙管理委員会規程

平成17年11月１日

選挙管理委員会訓令第１号

第１条から第24条まで 略

第25条(公印) 公印の名称、書体、規格、使用区分等は、次のとおりとす

る。

公印の名称 書体 規格 使用区分 材質 個数

寸法 刻子

委員会印 れい書 方30mm 委員会名をもっ

てする一般文書

用

木 １

委員会印 れい書 方21mm 委員会名をもっ

てする特殊な文

書用

水牛 ３

同(縮少印) れい書 方13mm 永久選挙人名簿

原本(カード)用

銅 １

委員長印 れい書 方24mm 委員長名をもっ

てする一般文書

用

木 １

同 てん書 方24mm 選挙人名簿原本

及び抄本用

木 １

事務局長印 れい書 方21mm 事務局長名をも

ってする一般文

書用

木 １
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伊勢市選挙管理委員会告示第 30 号

平成 29 年６月６日執行の宮川用水土地改良区総代選挙における選挙長及び同職務

代理者を、下記のとおり選任します。

平成 29 年５月 30 日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 西 宮 晴 一

記

選挙

区名

選 挙 長 選挙長の職務を代理すべき者

住 所 氏 名 住 所 氏 名

第１
伊勢市御薗町

小林 397 番地
赤羽根 正信

伊勢市磯町

941 番地
奥山 伊助

第２
度会郡玉城町

小社曽根 1178 番地 1
中村 光伸

度会郡玉城町

田丸 75 番地
中西 久生

第３
多気郡多気町

森荘 326 番地 1
中森 通弘

多気郡多気町

荒蒔 231 番地
西村 隆志

第４
多気郡明和町

大字有爾中 318 番地
瀬田 敏雄

多気郡明和町

大字上村 689 番
髙森 登美男

第５
多気郡大台町

栃原 320 番地
中村 行雄

多気郡大台町

栃原 337 番地
木下 清次
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伊勢市選挙管理委員会告示第 31 号

平成 29 年６月６日執行の宮川用水土地改良区総代選挙における選挙立会人を、下記

のとおり選任します。

平成 29 年５月 30 日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 西 宮 晴 一

記

選挙

区名

選 挙 立 会 人

住所 氏名 住所 氏名

第１
伊勢市村松町

388 番地 1
濱口 好正

伊勢市小俣町

湯田 552 番地
辻 経生

第２
度会郡玉城町

田丸 57 番地
北岡 明

度会郡玉城町

冨岡 277 番地
東 博明

第３
多気郡多気町

油夫 76 番地
村瀬 和生

多気郡多気町

森荘 379 番地 2
森山 久子

第４
多気郡明和町大字

斎宮 118 番地
澄野 國雄

多気郡明和町大字

明星 1810 番地
下村 孝和

第５
多気郡大台町

柳原 238 番地
西岡 守

多気郡大台町

栃原 512 番地
村田 良夫
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伊勢市選挙管理委員会告示第 32 号

宮川用水土地改良区総代選挙における投票用紙の様式を別紙のとおり定めます。

平成 29 年５月 30 日

伊勢市選挙管理委員会

委員長 西 宮 晴 一
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【別 紙】

候補者氏名
こうほしゃしめい

宮
川
用
水
土
地
改
良
区
総
代
選
挙
投
票

平
成
二
十
九
年

執

行

注

意

一

候
補
者
の
氏
名
は
、
欄
内
に
一
人
書
く
こ
と
。

二

候
補
者
で
な
い
者
の
氏
名
は
、
書
か
な
い
こ
と
。

ち
ゅ
う

い

こ
う
ほ
し
ゃ

し
め
い

ら
ん
な
い

ひ
と
り

か

こ
う
ほ
し
ゃ

も
の

し
め
い

か

伊

勢

市

選
挙
管
理

委
員
会
印
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届出 届出 届出 性 満

受理 年

番号 月日 の別 別 齢

1 5.30 本人 四ツ谷
よ つ や

 元
も と

史
ふみ

男 省略 Ｓ27.10.30 64 無所属 農　　業

2 5.30 本人 中
なか

 川
かわ

 直
なお

 人
ひと

男 省略 Ｓ28.11.25 63 無所属 農　　業

3 5.30 本人 安
やす

 田
だ

 正
まさ

 幸
ゆき

男 省略 Ｓ27.４.16 65 無所属 農　　業

4 5.30 本人 奥
お く

 村
むら

　　
しげる

男 省略 Ｓ19.７.４ 72 無所属 農　　業

5 5.30 本人 木
き

 村
むら

　　功
いさお

男 省略 Ｓ19.10.19 72 無所属 農　　業

6 5.30 本人 牛
うし

塲
ば

 征四郎
せいしろう

男 省略 Ｓ18.４.４ 74 無所属 農　　業

7 5.30 本人 西野
にしの

 佐
さ

与
よ

武
む

男 省略 Ｓ34.４.22 58 無所属 公務員兼農業

8 5.30 本人 米
よね

 田
だ

　　正
ただし

男 省略 Ｓ26.９.22 65 無所属 農　　業

9 5.30 本人 森
もり

　 　　務
つとむ

男 省略 Ｓ21.９.12 70 無所属 農　　業

10 5.30 本人 林
はやし

　　 榮一
えいいち

男 省略 Ｓ17.５.３ 75 無所属 農　　業

11 5.30 本人 奥
おく

 野
の

 里
さと

 路
じ

男 省略 Ｓ28.７.１ 63 無所属 会社員兼農業

12 5.30 本人 中
なか

 西
にし

 正
まさ

 義
よし

男 省略 Ｓ28.６.17 63 無所属 農　　業

13 5.30 本人 野
の

 呂
ろ

 勝
かつ

 治
じ

男 省略 Ｓ28.１.20 64 無所属 農　　業

14 5.30 本人 奥
おく

 山
やま

 勝
かつ

 也
や

男 省略 Ｓ33.１.30 59 無所属 農　　業

15 5.30 本人 
かど

 屋
や

 基
もと

 行
ゆき

男 省略 Ｓ30.10.18 61 無所属 団体職員兼農業

16 5.30 本人 中
なか

 村
むら

 政
まさ

 行
ゆき

男 省略 Ｓ23.８.29 68 無所属 農　　業

17 5.30 本人 右
う

 京
きょう

 文
ぶん

 助
すけ

男 省略 Ｓ30.８.18 61 無所属 農　　業

18 5.30 本人 中西
なかにし


じん

左
ざ

エ
え

門
もん

男 省略 Ｓ22.12.18 69 無所属 農　　業

19 5.30 本人 中
なか

 西
にし

    茂
しげる

男 省略 Ｓ25.12.11 66 無所属 農　　業

20 5.30 本人 濱
はま

 口
ぐち

 節
せつ

 生
お

男 省略 Ｓ25.10.20 66 無所属 農　　業

21 5.30 本人 佐
さ

之
の

井
い

 久
ひさ

紀
の り

男 省略 Ｓ15.４.17 77 無所属 農　　業

22 5.30 本人 上
うえ

 井
い

 宏
ひろ

 武
む

男 省略 Ｓ18.11.21 73 無所属 農　　業

23 5.30 本人 田
た

 端
ばた

 正
まさ

 美
み

男 省略 Ｓ28.11.６ 63 無所属 農　　業

24 5.30 本人 中
なか

 井
い

 忠
ただ

 明
あき

男 省略 Ｓ17.５.15 75 無所属 農　　業

25 5.30 本人 中
なか

 山
やま

 憲
けん

 一
いち

男 省略 Ｓ23.３.10 69 無所属 農　　業

26 5.30 本人 宮
みや

 端
ばた

    章
あきら

男 省略 Ｓ18.１.15 74 無所属 農　　業

27 5.30 本人 中
なか

 山
やま

 銀
ぎん

 
ぞう

男 省略 Ｓ19.２.４ 73 無所属 農　　業

28 5.30 本人 中
なか

 西
にし

 善
よし

 夫
お

男 省略 Ｓ21.10.３ 70 無所属 農　　業

29 5.30 本人 榎
えの

 本
もと

 重
しげ

 男
お

男 省略 Ｓ27.11.４ 64 無所属 農　　業

30 5.30 本人 喜
き

多
た

井
い

 久
ひさ

幸
ゆき

男 省略 Ｓ28.12.12 63 無所属 農　　業

31 5.30 本人 福
ふく

 井
い

 萬
かず

 郎
お

男 省略 Ｓ17.12.21 74 無所属 農　　業

32 5.30 本人 中
なか

 野
の

 幸
さい

 藏
ぞう

男 省略 Ｓ21.６.７ 70 無所属 農　　業

33 5.30 本人 小
こ

 林
ばやし

 克
かつ

 己
み

男 省略 Ｓ18.４.18 74 無所属 農　　業

宮川用水土改選第１選区選挙長告示第１号

　平成29年６月６日執行の宮川用水土地改良区総代選挙第１選挙区における候補者として、下記のとおり届出があり

　平成29年５月31日

宮川用水土地改良区総代選挙　　　　　　　　　　

ました。

第１選挙区選挙長　赤羽根　正信　　　　

候補者氏名
ふ り が な

住　　　　　　所 生年月日 党　　派 職　　業

記
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届出 届出 届出 性 満

受理 年

番号 月日 の別 別 齢
候補者氏名
ふ り が な

住　　　　　　所 生年月日 党　　派 職　　業

34 5.30 本人 村
むら

 井
い

 宗
そう

 壽
じゅ

男 省略 Ｓ27.２.25 65 無所属 農　　業

35 5.30 本人 岩
いわ

 尾
お

    安
やすし

男 省略 Ｓ16.７.２ 75 無所属 農　　業

36 5.30 本人 野
の

口
ぐち

 勝次郎
かつじろう

男 省略 Ｓ14.６.５ 78 無所属 農　　業

37 5.30 本人 宮
みや

 本
もと

 晴
はる

 司
し

男 省略 Ｓ24.９.28 67 無所属 農　　業

38 5.30 本人 三
さん

 野
の

    賢
かたし

男 省略 Ｓ19.４.22 73 無所属 農　　業

39 5.30 本人 林
はやし

　  慶
よし

 達
さと

男 省略 Ｓ25.10.25 66 無所属 農　　業

40 5.30 本人 山
やま

 本
もと

 新
しん

 一
いち

男 省略 Ｓ28.３.29 64 自由民主党 農　　業

41 5.30 本人 北
きた

 村
むら

 
よし

 則
のり

男 省略 Ｓ33.７.５ 58 無所属 会社員兼農業

42 5.30 本人 山
やま

 﨑
ざき

　　稔
みのる

男 省略 Ｓ21.３.７ 71 無所属 農　　業

43 5.30 本人 世古
せ こ

口
ぐち

 新吾
しんご

男 省略 Ｓ17.１.８ 75 無所属 農　　業

44 5.30 本人 奥
おく

 田
だ

　　孝
たかし

男 省略 Ｓ19.４.５ 73 無所属 農　　業

45 5.30 本人 森
もり

　　孝
たか

 弘
ひろ

男 省略 Ｓ36.１.11 56 無所属 農　　業

46 5.31 本人 堀
ほり

   佐
さ

登
と

司
し

男 省略 Ｓ31.１.24 61 無所属 農　　業

47 5.31 本人 浅
あさ

 沼
ぬま

 良
りょう

 一
いち

男 省略 Ｓ23.５.29 69 無所属 農　　業

48 5.31 本人 中
なか

 村
むら

 幸
さち

 生
お

男 省略 Ｓ25.６.17 66 無所属 農　　業
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宮川用水土改選第１選区選挙長告示第２号

平成29年６月６日執行の宮川用水土地改良区総代選挙第１選挙区において、届出の

あった候補者がその選挙における総代の定数を超えないため、投票は行いません。

平成29年５月31日

宮川用水土地改良区総代選挙

第１選挙区選挙長 赤羽根 正信
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宮川用水土改選第１選区選挙長告示第３号

平成29年６月６日執行の宮川用水土地改良区総代選挙第１選挙区における選挙会の

日時及び場所を、下記のとおり定めます。

平成29年５月31日

宮川用水土地改良区総代選挙

第１選挙区選挙長 赤羽根 正信

記

１ 日 時 平成29年６月６日（火） 午前10時

２ 場 所 伊勢市河崎１丁目11番８号

宮川用水土地改良区２階中会議室
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伊勢市上下水道事業告示第 12 号

流域関連公共下水道の供用を開始するので、下水道法(昭和 33 年法律第

79 号)第９条の規定に基づき、次のとおり告示します。

その関係図面は、平成 29 年５月 18 日から２週間、伊勢市上下水道部下

水道施設管理課窓口に備え置いて、一般の縦覧に供します。

平成 29 年５月 17 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

１ 供用(下水の処理)を開始する年月日

平成 29 年６月１日

２ 供用(下水の処理)を開始する区域

小俣町明野及び野村町の各一部

３ 供用を開始する排水施設の位置

縦覧に供する関係図面において表示します。

４ 当該公共下水道が接続する流域下水道の終末処理場の位置及び名称

位置 伊勢市大湊町 1126 番地

名称 宮川浄化センター

５ 供用を開始する排水施設の合流式又は分流式の別

分流式
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伊勢市公告第 37 号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の 38 第１項の規定によ

り、認可地縁団体が所有する不動産の所有権の移転の登記に係る公告を求

める申請がありましたので、同条第２項の規定により、次のとおり公告し

ます。

平成 29 年５月 16 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

１ 申請を行った認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所

(1) 名称

黒瀬町自治会

(2) 区域

黒瀬町区域内

(3) 主たる事務所

伊勢市黒瀬町 1691 番地

２ 申請不動産に関する事項

(1) 土地

(2) 表題部所有者又は登記名義人に関する事項

地目 面積（㎡） 所在地

境内地 201.00 ㎡ 伊勢市黒瀬町字社垣外 155 番１

雑種地 49.00 ㎡ 伊勢市黒瀬町字社垣外 172 番１

雑種地 3.30 ㎡ 伊勢市黒瀬町字社垣外 172 番２
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３ 異議を述べることができる者の範囲

申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれ

らの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者

４ 異議を述べることができる期間

平成 29 年５月 16 日から平成 29 年８月 16 日まで

５ 異議申出の方法

地方自治法施行規則（昭和 22 年内務省令第 29 号）第 22 条の３第２

項に規定する申出書及び関係書類を伊勢市長に提出すること。

６ 異議申出書等提出先

伊勢市御薗町長屋 1221 番地

伊勢市環境生活部市民交流課

電話 0596－21－5563

氏名又は名称 住所 共有持分

森田 秀吉 伊勢市黒瀬町 1565 番地 ２分の１

酒徳 一三 伊勢市黒瀬町 200 番地 ２分の１
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伊勢市公告第 38 号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の 38 第１項の規定によ

り、認可地縁団体が所有する不動産の所有権の移転の登記に係る公告を求

める申請がありましたので、同条第２項の規定により、次のとおり公告し

ます。

平成 29 年５月 16 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

１ 申請を行った認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所

(1) 名称

黒瀬町自治会

(2) 区域

黒瀬町区域内

(3) 主たる事務所

伊勢市黒瀬町 1691 番地

２ 申請不動産に関する事項

(1) 土地

地目 面積（㎡） 所在地

山林 1600.00 ㎡ 伊勢市黒瀬町字向山 562 番５

山林 1289.00 ㎡ 伊勢市黒瀬町字向山 562 番３

ため池 23134.00 ㎡ 伊勢市黒瀬町字西池 892 番２

ため池 24383.00 ㎡ 伊勢市黒瀬町字東池 946 番
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(2) 表題部所有者又は登記名義人に関する事項

３ 異議を述べることができる者の範囲

申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれ

らの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者

４ 異議を述べることができる期間

平成 29 年５月 16 日から平成 29 年８月 16 日まで

５ 異議申出の方法

地方自治法施行規則（昭和 22 年内務省令第 29 号）第 22 条の３第２

項に規定する申出書及び関係書類を伊勢市長に提出すること。

６ 異議申出書等提出先

伊勢市御薗町長屋 1221 番地

伊勢市環境生活部市民交流課

電話 0596－21－5563

山林 492.00 ㎡ 伊勢市黒瀬町字中尾 904 番 23

山林 95.00 ㎡ 伊勢市黒瀬町字奥山 917 番 127

山林 72.00 ㎡ 伊勢市黒瀬町字笠松 945 番 10

氏名又は名称 住所 共有持分

森田 重太郎 度会郡浜郷村大字黒瀬 115 番屋敷 ２分の１

酒徳 一三 伊勢市黒瀬町 200 番地 ２分の１
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伊勢市公告第 39 号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条の 38 第１項の規定によ

り、認可地縁団体が所有する不動産の所有権の移転の登記に係る公告を求

める申請がありましたので、同条第２項の規定により、次のとおり公告し

ます。

平成 29 年５月 16 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

１ 申請を行った認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所

(1) 名称

黒瀬町自治会

(2) 区域

黒瀬町区域内

(3) 主たる事務所

伊勢市黒瀬町 1691 番地

２ 申請不動産に関する事項

(1) 土地

(2) 表題部所有者又は登記名義人に関する事項

地目 面積（㎡） 所在地

宅地 82.64 ㎡ 伊勢市黒瀬町字向山 562 番１

宅地 59.50 ㎡ 伊勢市黒瀬町字向山 562 番２

氏名又は名称 住所 共有持分
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３ 異議を述べることができる者の範囲

申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれ

らの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者

４ 異議を述べることができる期間

平成 29 年５月 16 日から平成 29 年８月 16 日まで

５ 異議申出の方法

地方自治法施行規則（昭和 22 年内務省令第 29 号）第 22 条の３第２

項に規定する申出書及び関係書類を伊勢市長に提出すること。

６ 異議申出書等提出先

伊勢市御薗町長屋 1221 番地

伊勢市環境生活部市民交流課

電話 0596－21－5563

酒徳 重太郎 度会郡浜郷村大字黒瀬 115 番屋敷 ２分の１

酒徳 一三 伊勢市黒瀬町 200 番地 ２分の１
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伊勢市公告第 40 号

犬の抑留について

次の犬を狂犬病予防法（昭和 25 年法律第 247 号）第６条第１項の規定

により抑留した旨の通知が三重県伊勢保健所長からありましたので、同条

第８項の規定により公告します。

平成 29 年５月 16 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

１ 抑留した犬

２ 抑留した日 平成 29 年５月 14 日

３ 抑留期限 平成 29 年５月 19 日

４ 連絡先

伊勢市環境生活部環境課（電話 0596-21-5541）

伊勢保健所 衛生指導課（電話 0596-27-5151）

番号 捕獲した場所 種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 上地町

ミニチュア

ダックスフ

ンド

茶 雄 小
91 日

以上
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伊勢市公告第41号

都市再開発法（昭和44年法律第38号）第50条の５第２項において準用す

る同法第７条の３第２項の規定により、平成29年５月10日付けで伊勢まち

なか開発株式会社代表取締役 齋藤元一から申請のあった伊勢市駅前Ｂ地

区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域を次のとおり公告し

ます。

なお、施行地区となるべき区域内の宅地について、未登録の借地権を有

する者は、同法第50条の５第２項において準用する同法第７条の３第３項

の規定に基づき、この公告の日から起算して30日以内に、伊勢市長に対し、

その借地の所有者（借地権を有する者から更に借地権の設定を受けた場合

にあっては、その設定者及びその借地の所有者）と連署し、又は借地権を

証する書面を添えて、書面をもってその借地権の種類及び内容を申告して

ください。

平成29年５月22日

伊勢市長 鈴 木 健 一

１ 事業名

伊勢市駅前Ｂ地区第一種市街地再開発事業

２ 施行地区となるべき区域に含まれる地域の名称

伊勢市宮後１丁目1037番、1037番１、1038番、1039番、1040番、1041

番、1042番、1043番、1043番１、1044番、1045番２、1045番３、1045番

４、1045番５、1046番、1047番、1048番、1049番、1049番１、1049番２、

1050 番、1051番、1052番、1053番、1054番、 601 番の一部、1003番１の

一部及び1003番７の一部
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３ 施行区域を表示する図面の縦覧場所

伊勢市神田久志本町1436番地１

伊勢市都市整備部都市計画課

４ 縦覧期間

平成29年５月22日（月曜日）から平成29年６月５日（月曜日）まで

（ 日曜日及び土曜日は除く 。）

５ 縦覧時間

午前８時30分から午後５時15分まで
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伊勢市公告第 42 号

犬の抑留について

次の犬を狂犬病予防法（昭和 25 年法律第 247 号）第６条第１項の規定

により抑留した旨の通知が三重県伊勢保健所長からありましたので、同条

第８項の規定により公告します。

平成 29 年５月 23 日

伊勢市長 鈴 木 健 一

１ 抑留した犬

２ 抑留した日 平成 29 年５月 18 日

３ 抑留期限 平成 29 年５月 25 日

４ 連絡先

伊勢市環境生活部環境課（電話 0596-21-5541）

伊勢保健所 衛生指導課（電話 0596-27-5151）

番号 捕獲した場所 種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 円座町 雑種 グレー 雌 中
91 日

以上
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伊勢市情報公開条例（平成 17 年伊勢市条例第 19 号）第 20 条の規定に基づき、

平成 28 年度（平成 28 年４月１日から平成 29 年３月 31 日までの間に請求のあっ

たもの）における公文書の公開等についての実施状況を、次のとおり公表します。

平成 29 年６月５日

伊勢市長 鈴 木 健 一

１ 公文書公開請求の状況

平成 28 年度における公文書公開請求件数は、73 件でした。

（単位：件）

２ 公文書公開請求者別状況

平成 28 年度における公文書公開請求者数は、56 人でした。

３ 公文書公開請求の実施機関別状況

平成 28 年度の公文書公開請求状況を実施機関別に見ると、市長 61 件、教育

委員会４件、消防長３件、病院事業管理者４件、固定資産評価審査委員会１件で

した。

（単位：件）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1 月 2月 3 月 合計

請求 ４ ５ ５ １ ８ ７ ６ 10 ８ 10 ２ ７ 73

実施機関名 件数 実施機関名 件数

市

長

管財契約課 ５ 教育委員会 ４

課税課 １ 消防長 ３

企画調整課 １ 病院事業管理者 ４

広報広聴課 ２ 固定資産評価審査委員会 １

市民交流課 ３

戸籍住民課 ５

環境課 １

医療保険課 ２

生活支援課 １

福祉総務課 ２

高齢・障がい福祉課 １

商工労政課 １

農林水産課 １

観光振興課 １

都市計画課 22

基盤整備課 １

維持課 ４

用地課 ５
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４ 公文書公開請求の決定状況

(1) 決定状況

公文書公開請求に対するその決定状況は、公開 24 件、部分公開 42 件、非

公開１件、請求却下４件、拒否１件、取下げが２件でした。

なお、１件の請求に対して複数の決定をする場合があるので、請求件数より

多くなっています。

（単位：件）

(2) 部分公開・非公開・請求却下理由別内訳

部分公開、非公開又は請求却下となった理由は次のとおりです。

なお、１件の請求に対して複数の理由のものがあります。

（単位：件）

５ 審査請求の状況

公文書の公開請求に対し実施機関が行う諾否の決定に対し、審査請求ができ

るようになっていますが、平成 28 年度の審査請求はありませんでした。

６ 審査会の処理状況

下水道建設課 １

下水道施設管理課 １

計（20課） 61 計 12

合 計 73

区 分 請 求 公 開 部分公開 非公開
請求

却下
拒否 小計 取下げ 合計

件 数 73 24 42 １ ４ １ 72 ２ 74

非 公 開 理 由 部分公開 非公開 請求却下

（拒否）

合計

個人情報（第９条第１号） 26 ０ 26

法人等情報（第９条第２号） 24 ０ 24

国等との協力関係情報（第９条第３号） １ １ ２

意思形成過程情報（第９条第４号） ０ １ １

事務事業の執行情報（第９条第５号） ０ ０ ０

公共の安全、秩序維持情報（第９条第６号） １ ０ １

任意提供情報（第９条第７号） １ ０ １

合議制機関情報（第９条第８号） ０ ０ ０

法令秘情報（第９条第９号） １ ０ １

請求拒否（第 12 条） １ １

請求対象とならない公文書 ０ ０

公文書特定不可能 ０ ０

公文書不存在 ４ ４

合 計 54 ２ ５ 61
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平成 28 年度に伊勢市情報公開・個人情報保護審査会への諮問はありませんで

した。
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伊勢市個人情報保護条例（平成 17 年伊勢市条例第 20 号）第 54 条の規定に基づ

き、平成 28 年度（平成 28 年４月 1 日から平成 29 年３月 31 日までの間に請求の

あったもの）における個人情報の開示等についての実施状況を次のとおり公表し

ます。

平成 29 年６月５日

伊勢市長 鈴 木 健 一

１ 個人情報取扱事務の届出

実施機関は、個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、あらかじめ

その取扱事務の名称、利用の目的等についての届出を市長に行わなければなり

ません。

平成 28 年度における実施機関からの届出件数は 19 件でした。

（単位：件）

２ 個人情報取扱事務の廃止、変更の届出

実施機関は、個人情報取扱事務の届出に係る取扱事務を廃止又は変更する場

合は、その旨を届出なければなりません。平成 28 年度における事務の廃止の届

出は６件でした。

（単位：件）

３ 実施機関別の登録

平成 28 年度末における個人情報取扱事務の登録件数は、538 件となり、実施

機関別の登録件数は、次のとおりです。

実施機関別の事務の登録状況 （平成 29 年３月 31 日現在）

実施機関名 件 数

市 長 18

教育委員会 １

実施機関名 事務の廃止

市 長 ５

教育委員会 １

実施機関名 件 数

市 長 421

教育委員会 60

病院事業管理者 12

選挙管理委員会 ５

監査委員 ２

農業委員会 ４

消防長 29
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４ 個人情報開示、訂正、削除及び中止の請求等

平成 28 年度における個人情報開示請求件数は 17 件でした。訂正、削除及び

中止の請求はありませんでした。

なお、開示請求の実施機関別状況は以下のとおりでした。

（単位：件）

５ 個人情報開示請求者別状況

平成 28 年度における個人情報開示請求者数は、17 人でした。

その状況は、次のとおりです。

請求者別状況 （単位：人）

６ 開示請求の決定状況

(1) 決定状況

個人情報開示請求に対するその決定状況は、開示６件、一部開示９件、不存

在６件、非開示１件、請求却下１件でした。

（単位：件）

議 会 ５

合 計 538

4 月 5月 6 月 7 月 8 月 9月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計

開示 １ ２ ２ ３ １ ０ １ ３ １ １ １ １ 17

実施機関名 件数 実施機関名 件数

市

長

戸籍住民課 ７ 教育委員会 １

生活支援課 ３ 消防長 ２

健康課 １

介護保険課 ２

地域包括ケア推進課 １

計（５課） 14 計 ３

合 計 17

本 人 13

代理人

未成年者 １

成年被後見人 １

遺族等 １

傷病等 １

区 分 請 求 開示 一部開示 不存在 非開示 請求却下

件 数 17 ６ ９ ６ １ 1
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なお、１件の請求に対して複数の決定を行ったものがあります。

(2) 一部開示・不存在・非開示・請求却下理由別内訳

一部開示、不存在、非開示又は請求却下となった理由は次のとおりです。

なお、１件の請求に対して複数の理由のものがあります。

（単位：件）

７ 目的外利用及び外部提供

実施機関は、目的外利用等の根拠がある場合は、個人情報取扱事務の目的の範

囲を超えて個人情報を実施機関の内部で利用をし、又は実施機関以外のものへ

提供することができますが、平成 28 年度における目的外利用の届出は 27 件、

外部提供の届出は 90 件でした。その状況は次のとおりです。

(1) 実施機関別の目的外利用等の届出 （単位：件）

(2) 目的外利用等の根拠

なお、１件の目的外利用等に対して複数の根拠のものがあります。

不 開 示 理 由

一部開示

不存在

非開示

請求却下 合計

法令秘情報（第 17条第１号） １ １

生命・財産等侵害情報（第 17 条第２号） ０ ０

第三者の個人情報（第 17条第３号） ８ ８

法人等情報（第 17条第４号） ０ ０

国等協力関係情報（第 17条第５号） ０ ０

審議・検討・調査等情報（第 17条第６号） １ １

行政運営情報（第 17 条第７号） １ １

公共の安全、秩序維持情報（第 17条第８号） ０ ０

任意提供情報（第 17 条第９号） ０ ０

死者の名誉毀損情報（第 17 条第 10 号） ０ ０

審査会意見（第 17条第 11号） ０ ０

個人情報不存在（第 21 条） ６ ６

請求対象とならない情報 ０ ０

請求要件を満たさない １ １

合 計 17 １ 18

目的外利用 外 部 提 供 計

市 長 27 85 112

教育委員会 ０ １ 1

消防長 ０ ４ ４

合 計 27 90 117
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（単位：件）

８ 審査請求の状況

個人情報の開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止の請求に対する決定に対

して、審査請求ができるようになっていますが、平成 28 年度の審査請求はあり

ませんでした。

９ 審査会の処理状況

平成 28 年度における伊勢市情報公開・個人情報保護審査会への諮問は次のと

おりでした。

本人の同意を得ているとき（条例第 11 条２項１号） 12

法令等に定めがあるとき（条例第 11 条２項２号） 100

公表された事実であるとき（条例第 11 条２項３号） ０

緊急かつやむを得ないと認めるとき（条例第 11条２項４号） ０

相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を侵害するおそれがないと認めたとき

（条例第 11 条２項５号）
３

国等への提供で、事務の性質上やむを得ないと認めたとき

（条例第 11 条２項６号）
52

統計の作成及び学術研究の場合で、本人又は第三者の権利利益を侵害するおそれ

がないと認めたとき（条例第 11 条２項７号）
１

審査会の意見を聴いて特に必要があると認めたとき（条例第 11 条２項８号） ３

実施機関名 諮問内容

市長 戸籍住民課

課税課

電子計算組織の結合に関する意見について
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